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【震災関連】

・震災後の女性・子ども応援プロジェクト

http://ssv311.blogspot.com/
　シリーズ「震災と女性・子ども」北沢杏子さん：テレビパープルをYou Tubeで見ることができます。北沢さんはアーニ出版代表で性を語る会を主宰されており、今回は「災害時における性暴力」をお話しされています。阪神・淡路大震災での体験です。
・被災後の子どものこころのケアの手引き
チャイルド・ファンド・ジャパンと臨床心理学科を有するルーテル学院大学が家族、学校、そして地域で震災を体験した子どもたちに日常的に接する方々にヒントになればと作成した冊子。
http://www.childfund.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/04/b9543a68fcafc5a7d6e06017cc59c9d1.pdf
＊文部科学省

・平成２２年度児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議　審議のまとめ（6月1日）
児童生徒の自殺防止については、平成19年3月に「児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する検討会」にて取りまとめられた「子どもの自殺予防のための取組に向けて（第1次報告）」を踏まえ、平成21年7月から、「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」を開催し、平成21年3月には「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」を、平成22年3月には「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」を作成し、各教育委員会及び学校に配付するなどの取組を行ってきた。平成22年度は、児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方の検討や、米国における子どもに対する自殺予防教育の現況について調査を行った。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_1/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2011/06/01/1306734_01_1.pdf
＊内閣府男女共同参画局

・平成23年度版男女共同参画白書（6月21日）

概要版http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/gaiyou/pdf/h23_gaiyou.pdf
全体版http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/zentai/pdf/index.html
＊法務省
・平成23年度版　人権教育・啓発白書（6月24日）

　人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年法律第１４７号）第８条の規定に基づき，毎年，前年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を取りまとめ，「人権教育及び人権啓発施策」として国会に報告しているもの。
http://www.moj.go.jp/content/000076106.pdf
・全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の実施について

子どもをめぐる様々な人権問題の解決を図るための活動を強化するため，全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間を実施。
１　実施期間
　　平成２３年６月２７日（月）から７月３日（日）までの７日間
○開設時間
(1)６月２７日（月）～７月１日（金） 　午前８時３０分から午後７時まで
(2)　７月２日（土）～７月３日（日） 　午前１０時から午後５時まで
　（通常は，平日午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
○全国共通　子どもの人権110番　フリーダイヤル0120-007-110
２　実施場所全国５０か所の法務局・地方法務局
http://www.moj.go.jp/content/000076000.pdf
＊読売新聞
・児童生徒の自殺、疑い例も含め報告要求・・・文科省（6月2日）

文部科学省は１日、児童生徒の自殺について正確に把握するため、新たな調査に乗り出すと発表した。

　これまでの同省調査では警察庁調査と比べて人数がかなり少ないなど、全容が把握できていないとの指摘が出ていたためで、今後は疑い例も含め報告を求める。また、万一起きてしまった場合、学校側は、遺族の意向も踏まえ、全教員に加えて、周辺の児童生徒からも慎重を期した上で聞き取りを行うよう明記した。

　同省はこれまで、「学校が自殺と判断した」との条件で人数を把握していたが、警察庁調査では２００９年の小中高生の自殺が３０６人だったのに対し、同年度の同省調査では１６５人にとどまっていた。このため調査対象に「自殺の可能性が否定できない」ケースも含めるよう変更。年齢、性別、遺書の有無、いじめや病気などの背景について学校側が記入した調査票そのものを同省が回収する。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110602-OYT8T00229.htm
・市全体で子ども虐待防止・・・兵庫・高砂市（6月3日）

兵庫県高砂市議会は２日の６月定例議会で、児童虐待防止を市全体で取り組むための「高砂市子どもを虐待から守る条例」を議員提案し、全会一致で可決した。

　市内での児童虐待の認知件数が増加しており、市全体で虐待防止の機運を高めようと条例化した。罰則はないものの、市や市民、保護者らの責務を明確にし、虐待を受けた子どものために教育支援を行うことなどを盛り込んだ。児童虐待に特化した条例は大阪府東大阪市や東京都武蔵野市などにもあるが、県内では初めて。

　これまでの児童虐待事件で、子どもに暴力を加えた保護者らが「しつけのためにやった」などという理由で、暴力を繰り返すことが目立つことから、条例では保護者の責務として、「しつけの際に、暴行など子どもにとって有害な行為をしてはならない」と明記した。

　市や市長については、虐待防止のネットワークの構築や、市の児童虐待への取り組み状況についての公表を毎年義務づけた。また、虐待を受けた子どもを優先的に保育所などの施設に入所させることなどを盛り込み、市民には虐待の早期発見への協力を呼びかけた。

　市議会は３月に同条例特別委員会を設置し、計４回にわたって審議し、議員提案した。特別委の今竹大祐委員長は「子どもは地域全体の宝。虐待を他人事とせずに、行政や市民が危機意識を持ってもらうために提案した。子どもはもちろん、育児に不慣れな若い親が悲しい事態にならないよう、市全体でかかわっていくことが重要」と話していた。

　同市の児童虐待防止の認知件数は２００５年度３８件から、１０年度には７０件に増加しており、被害を受けた子どもの半数は５歳以下の乳幼児だった。０５年度では、身体暴行が２４件と半数以上を占めていたが、１０年度はネグレクト（育児放棄）が４２件と半数を超えた。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110603-OYT8T00406.htm
・隠語も説明、学校裏サイトで指導手引書・・・都教委（6月9日）
犯罪やいじめの温床とされるインターネット上の「学校裏サイト」について、東京都教育委員会は９日、その実態を分析して対応法をまとめた教諭向けの指導マニュアルを公表した。

　都教委は２００９年６月～１０年１０月にかけ、都内の小中高校などの学校裏サイトを業者に委託して監視。その結果、不適切な書き込みが約２万５０００件見つかった。「どうすれば楽になれるんだろう」と自殺をほのめかす女子児童の例や、「暴力するくらいなら産まなきゃよかったじゃん」と、保護者から虐待を受けていることをうかがわせる女子生徒の書き込みもあった。

　マニュアルでは、自殺や中傷、家出などの項目ごとに、代表的な４０事例を対処方法とともにまとめた。このほか、タヒたい（死にたい＝タヒは「死」という漢字を分解したもの）、瓜（うり＝売春）、佐保（さぽ＝援助交際をサポートに言い換え）、神待ち（泊めてくれる人を神に例え待っている状態）といったネット上だけで広まる隠語も説明。サイトの検索方法や削除要請方法なども明記した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110609-OYT8T00708.htm
・障害者虐待の発見者に通報義務・・・防止法が成立（6月17日）

　障害者に対する虐待の発見者に通報を義務づける障害者虐待防止法が、１７日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

　家庭や福祉施設、職場での虐待の予防と早期発見により、障害者の人権を守るのが狙い。施行は来年１０月１日。

　同法は最初に、障害者虐待について、家族などの養護者や福祉施設従事者、企業などの使用者が、障害者に対し、〈１〉暴行や不当な身体拘束（身体的虐待）〈２〉性的虐待〈３〉暴言を吐くなどの心理的虐待〈４〉衰弱させるような長時間の放置〈５〉財産を不当に処分する経済的虐待――を行うことと定義。虐待を発見した人に対し、速やかに市町村に通報することを義務づけた。さらに、通報した施設従事者や職場の同僚らが、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護する規定も盛り込んだ。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110617-OYT1T00320.htm
＊朝日新聞
・障害者虐待防止法が成立　市町村の立ち入り調査可能に（6月17日）
障害者虐待防止法が１７日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。障害者への虐待を見つけた人に市町村への通報を義務づけるほか、虐待が疑われる家庭への市町村の立ち入り調査も可能になる。来年１０月に施行される。 
　また、全国の社会保険病院と厚生年金病院の売却を担う独立行政法人「年金・健康保険福祉施設整理機構」を、病院の運営組織に改組する法案も、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。これにより、売却のめどが立たない社会保険病院や厚生年金病院も存続することになった。 

http://www.asahi.com/politics/update/0617/TKY201106170158.html
・学生ボランティア　試練の人生を学ぶ（6月18日）

１０月にある「おいでませ！　山口大会」（全国障害者スポーツ大会）に向けて県内の大学・専門学校の学生をボランティア員に育てる試みが始まっている。９校の９００人が通年講義を受けて、障害そのものについて深く学んだ上で、大会に参加する。

　　山口市桜畠３丁目の県立大は、４月に入学した１年生や編入生３３９人全員が、大会でボランティアをすることになっている。１７日には、一般教養だった講義が、障害者スポーツを専門的に学ぶ内容に切り替わり、２０００年のシドニー・パラリンピックの陸上選手だった藤田英二さん（５５）が講演した。

　　幼少時にポリオを発症し、車椅子生活を送る藤田さんは、自身の経験や、選手時代の映像をスライドで伝え「障害は環境次第でハンディでなくなる。障害者スポーツも、重度によって種目を分けることで、誰でもスポーツができるようになっている」と説明。「神様から試練を与えられた」という意味で、障害を持った人を「チャレンジド」と呼んでいることも紹介し「皆さんも試練を乗り越えた経験があると思う。自分たちも同じ立場、という気持ちでお手伝いしてもらえれば」と話した。

http://mytown.asahi.com/yamaguchi/news.php?k_id=36000001106180003
・国会議員の女性比率、日本は１１％、１２１位（6月21日）

国会議員（衆議院）に占める女性の割合が日本は１１．３％（２０１１年）で、１８６カ国中１２１位だったことが、菅内閣が２１日に閣議決定した男女共同参画白書で示された。白書では「男女間の格差改善の施策に関して、さらなる検討が必要」と指摘している。 
　女性国会議員の割合は、スウェーデンが４５．０％、ノルウェーが３９．６％、ドイツが３２．８％と、欧州各国で高い。米国は１６．８％、韓国は１４．７％だった。この４０年間で日本は１０ポイント伸びたが、ドイツやノルウェーは約３０ポイント伸びていた。 

　白書では、一定の人数や比率を女性に割り当てるクオータ制の事例を紹介。憲法や法律で議席に女性の割合を定めている１７カ国など、８７カ国が導入していた。日本は０３年に男女共同参画推進本部で、議員や企業の管理職などの女性の割合を「２０２０年に３０％」にする目標を定めたが、達成にはほど遠い状況だ。

http://www.asahi.com/politics/update/0621/TKY201106210137.html
・震災遺児１４４７人に＝３割が小学生、母の４割無職―あしなが育英会調査（6月27日）
東日本大震災で親ら保護者を亡くした子どもに特別一時金を支給している「あしなが育英会」（東京都千代田区）は２７日、一時金の申請が２４日時点で１４４７人に上ったと発表した。申請書の一部を調べたところ、遺児の３１％を小学生が占めたほか、母子家庭の４０％が無職であることも判明した。 
　同会は「雇用状況は厳しく、幼い子どもが大人になるまで息の長い支援が必要だ」と指摘。震災遺児が最終的に、阪神大震災の５７３人の３倍を超えて２０００人に達するとみている
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201106270096.html
＊産経新聞
・震災遺児１１００人超え、阪神大震災の２倍…特別支援金を増額　あしなが育英会
（5月31日）
災害や病気で親を失った遺児らの支援団体「あしなが育英会」（本部・東京）は３１日、東日本大震災で親が死亡したり、行方不明になったりして同会の特別一時金を申請した遺児が１１０１人に上り、同会が把握する阪神大震災の遺児５７３人の約２倍になったと発表した。同会には震災後、約１７億円の寄付が集まっており、一時金を５０万～１００万円に増額する。
　申請によると、両親が亡くなった遺児は５８人で、両親とも行方不明が１７人、父親もしくは母親の死亡が７８３人、行方不明が２４３人だった。就学状況別では未就学児が１３６人、小学生３３７人、中学生２３６人、高校生２５１人、大学生や専門学校生など高校卒業以上が１４１人だった。

　同会は震災後、年齢に応じて１０万～４０万円の一時金給付を決定したが、これまでに約３万４千件、計約１７億円の寄付が寄せられたことから、未就学を含む中学生までに対し５０万円、高校生・浪人生に８０万円、大学・専門学校・大学院生に１００万円を給付する。

　平成２５年までに、仙台市内に支援センター「東北レインボーハウス（仮称）」の建設を予定。長期的な心のケアを続けるという。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110531/dst11053122350038-n1.htm
・胎児のうちに防止策を　未受診妊婦の児童虐待傾向（6月21日）

　大阪府内で昨年、妊婦健診をほとんど受けずに出産した未受診妊婦３８人について、大阪産婦人科医会と府の調査で、このうち２２人に児童虐待の傾向があり、ネグレクト（育児放棄）が原因で死亡したとみられる赤ちゃんもいたことが判明した未受診妊婦の問題。今後、虐待予防の観点から、児童相談所など行政の支援の充実が求められる。
　大阪産婦人科医会の光田信明医師によると、未受診妊婦の異変を察知できるのは、出産入院中などのわずかな機会に限られ、医師からの虐待疑いの情報に行政が敏感に反応し、支援を始めることが重要という。

　同会の調査では、未受診妊婦のうち何人かは妊娠初期に産婦人科を受診し、市町村などで母子手帳を受け取っていた。府は、この時点で支援の連絡先やホットラインを伝え、薬局で妊娠検査キットを購入する人に啓発パンフレットを配布することを検討中という。

　これまで未受診妊婦と児童虐待は別々の問題として扱われ、行政内部でも担当者間の連携は十分に行われてこなかった。光田医師は「未受診妊婦と児童虐待が同じ一つの家庭で起こり得るという事実認識を、共有することから始めなければいけない」と話している。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110621/trd11062114220012-n1.htm
シリーズ【震災孤児】

・（上）阪神の３倍２０６人の現実　「ママどこ？　たみちい」（6月16日）
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110616/dst11061623570033-n1.htm
・（中）二重の別離「お父さん、お母さん、育ててくれてありがとう」（6月17日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110617/dst11061717390029-n1.htm
・（下）１３００人超える遺児　「黒色の虹を七色に」（6月18日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110618/dst11061819080018-n1.htm
＊毎日新聞

シリーズ【救いは差し伸べられるのか】

・（１）里親という選択肢　愛情注ぎ傷癒す（5月30日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110530/crm11053019030007-n1.htm
・（２）広がらぬ里親　欧米と異なる「行き先」（5月31日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110531/crm11053121580046-n1.htm
・（３）愛着と言う絆　「普通の子育て」がはぐくむ自尊感情（6月1日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110601/crm11060120050034-n1.htm
・（４）タイガーマスクの向こう側　「愛して大切に育んで」（6月2日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110602/crm11060220480017-n1.htm
・（５）あるべき社会的養護　「子の利益のために」（6月3日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110603/crm11060320090017-n1.htm
・里親制度「もっと知りたい」「難しい面も」・・・読者の声（6月15日）

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110614/crm11061417000034-n1.htm
・障害者虐待防止法：発見者に通報義務　市区町村に相談窓口　法案提出へ（6月13日）
　障害者への虐待を防ぐため、虐待の発見者に通報を義務づける民主、自民、公明各党などによる「障害者虐待防止法」案の内容が判明した。法案では「虐待をしてはならない」と明記。自治体などが救済に乗り出す法的根拠となる内容になっている。全市区町村に通報・相談窓口となる「虐待防止センター」の設置も義務付け、会社など職場も通報の対象として、埋もれがちな被害を防ぐ。超党派の議員立法として週内にも今国会に新たに提出され、成立する見通し。

　法案は、家庭と施設、職場での虐待発見者に通報を義務づけ、虐待防止に国や自治体が責務を負うとした。さらに虐待を▽身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待の五つに分類した。

　通報者の秘密を守り、解雇など不利な扱いを受けないよう規定。家庭内虐待の通報先を市区町村とし、市区町村は「生命や身体に重大な危険が生じているおそれがある」と判断した場合、家族の許可がなくても自宅に立ち入り調査でき、一時保護するとした。市区町村が相談や緊急預かりを実施することで、虐待してしまう家族の負担軽減も図る。

　施設の場合、通報先の市区町村から報告を受けた都道府県が調査し、指導する。就労先の虐待は通報先を市区町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査し、指導するとした。

　対応窓口として市区町村に「虐待防止センター」、都道府県には「権利擁護センター」の設置を義務付ける。学校や病院での虐待について、学校は校長、病院は管理者に防止や対応を義務づけるにとどめた。この点を含め付則で３年後をめどに見直しを図るとした。

　子供、お年寄りには、それぞれ児童虐待防止法、高齢者虐待防止法がある。障害者に対しても０５年以後、与野党で法案化の動きが続きながら、政局の余波で遅れていた。【野倉恵】
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110613dde001010061000c.html
・解説：障害者虐待防止法が成立　被害発見へ一歩（6月17日）

　障害者への人権侵害が後を絶たない中、１７日成立した障害者虐待防止法。通常、傷害や強姦（ごうかん）、金銭横領などの被害は申告を受けて刑法や民法で解決が図られる。だが、知的障害者の場合は意思を伝えたり証拠を示すことが難しく、司法救済どころか行政にも動いてもらえない。
　判断能力にハンディがあり、訴えづらい人の被害を発見し保護を図る仕組みは、児童虐待防止法（００年）と高齢者虐待防止法（０５年）で制度化された。障害者虐待はそれ以前の９６年、水戸市の工場で従業員が殴打や性的暴行を繰り返されていたことが毎日新聞の調査報道などで表面化。０４年には福岡県の施設での傷害事件も問題化した。

　今回成立した法律にも課題はある。病院や学校は通報の対象外とされた。通報の受け皿となる市町村には児童相談所のような組織はなく、機能できるか不安視する声もある。だが、「３年後に見直す」との付則の意味もそこにある。

　埋もれた被害を掘り起こす一歩が踏み出された意義は大きい。【野倉恵】

http://mainichi.jp/life/health/news/20110617dde007010028000c.html
・東日本大震災：東電社員の子からの手紙、毎小編集部に反響続々　小学生、真剣「議論」（6月23日）
　◇「危険性教えられてない」「原発はもろはのつるぎ」

　東京電力社員の父親を持つ、東京都内の小学６年生の男子児童から毎日小学生新聞編集部に届いた手紙（５月１９日夕刊掲載）に対し、全国から反響が寄せられている。福島第１原発事故を受けて「世界中の人が無駄に電気を使ったことが原発を造るきっかけになった」などとする手紙に、各地の小学生が子供なりに考えて賛否の意見をつづっている。

　◆ぼくは、東電がまちがっていると思います。人々が大量に電気を消費するから原発をつくるしかなかったというのは、いいわけにしか聞こえないと思います。

　安全だといい、人々をだまし、古くなった原子炉をうごかしつづけてきたことにより、事故が起こってしまったことも問題です。（男子児童の）手紙には、原子力にみんながたよっていたから事故が起こってしまったという感じで書いてあったけれど、それは東電の人たちが、福島の人たちに、道路をよくしたり、補助金を出したりして、たよらせるようにしむけたのだと、ぼくは思います。（京都府・小６）

　◆私は、原発事故にかんして国民全体に責任があるという考え方には反対です。電気の無駄使いについては責任があるかもしれません。でも、私たちは（原発の）危険性についてどれだけ知らされていたでしょうか？　学校で習ってきたでしょうか？

　むしろ、学校の掲示板に、原発はクリーンなエネルギーで、安全で不可欠なものだというポスターがはってありました。そうしたポスターや作文の募集もありました。それをしたのは、東京電力と国です。そんな教育をうけた私たちが、原発はあぶない！　つくらないほうがいい！　という意見をもつことができたでしょうか。これからみんなで話し合って、大人が何を間違えたのか、を考えていく必要があると思います。（神奈川県鎌倉市・小５）

　◆私の友達に、お父さんが東電で働いている子がいます。

　前は、明るくて文武両道で、みんなから好かれるすっごく良い子だったのに、今は不登校ぎみで、私を含む数人としか話しません。どうして、何も悪くない彼女がいじめられるのでしょう。

　原発は、人の役に立ちますが、今回のように人を傷つけることもある「もろはのつるぎ」です。今回の地震は１０００年に１度の大地震。せめて新しい発電方法が見つかるまで、原発を批判しないでください。（Ｍ）

　◆僕は（男子児童の）意見に一番共感を覚えた。なぜなら、僕の母は経済産業省に勤めているからだ。原発事故の問題では東京電力だけでなく経産省も批判されている。母も加害者という意識が強く、とても申し訳ないと思っているようだ。

　確かに、国や東電の責任も大きいが、電気を日々の生活で大量に使っている国民全員、いや世界全体の責任でもあると主張したい。

（東京学芸大付属小金井小・６年）

　◆僕のお父さんも東電の社員です。お父さんが原発に行くときは、とても心配です。たしかに東電にも責任はあるけど、全面的に東電に責任をおしつけているのはすごくいやな感じです。

　責任をとらないといけないのは、国だと思います。国と日本人が便利を求めているから、原発が必要とされたのです。（横浜市立汲沢小・６年）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆男子児童の手紙の要旨◆

　◇「電気の無駄使いが原発を造るきっかけ」

　突然ですが、僕のお父さんは東電の社員です。（原発事故や計画停電についての東電の責任を指摘した毎小の記事を読んで）無責任だと思いました。原子力発電を造ったのは東京電力ですが、つくるきっかけをつくったのは、日本人、いや世界中の人々です。発電所を増やさなければならなかったのは、日本人が夜遅くまでスーパーを開けたり、ゲームをしたり、無駄に電気を使ったからです。中でも原発を造らなければならなかったのは、地球温暖化を防ぐためです。温暖化を進めたのは世界中の人々です。そう考えると原発を造ったのは、東電も含み、みんなであり、みんなも無責任であるといえます。

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110623dde041040032000c.html
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